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○町営建設工事の請負契約に係る入札及び契約に関する情報の公表要領 

平成16年11月１日告示第167号 

町営建設工事の請負契約に係る入札及び契約に関する情報の公表要領 

（趣旨） 

第１ この要領は、町営建設工事の入札に係る情報について、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき公表を行う場合に必要な事項を定めるものと

する。 

（公表の対象） 

第２ 入札の執行又は随意契約に係る見積書の徴収を行った設計額が250万円以上の工事（公共の安

全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除

く。）について公表を行うものとする。 

（公表の内容） 

第３ 公表は、次に掲げる事項とする。 

(１) 毎年度、当該年度の工事の発注の見通しに関する事項で次に掲げる事項 

ア 工事の名称、場所、期間、工事種別及び概要 

イ 入札及び契約の方法 

ウ 入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期） 

(２) 一般競争入札を執行した場合における入札過程及び結果に関する事項で次に掲げる事項 

ア 入札参加資格があると認めた者の商号又は名称 

イ 入札参加資格がないと認めた者の商号又は名称及びその理由 

ウ 入札者名及び各入札者の各回の入札金額 

エ 落札者名及び落札金額 

オ 予定価格及び予定価格の作成に用いた設計金額の内訳書 

(３) 指名競争入札を執行した場合における入札過程及び結果に関する事項で次に掲げる事項 

ア 指名を行った者の商号又は名称及び指名理由 

イ 入札者名及び各入札者の各回の入札金額 

ウ 落札者名及び落札金額 

エ 予定価格、予定価格の作成に用いた設計金額の内訳書及び最低制限価格を設定した場合に

おける当該価格 

(４) 随意契約によることとした場合における過程及び結果に関する事項で次に掲げる事項 
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ア 契約の相手方の商号又は名称 

イ 契約金額 

ウ 予定価格 

エ 契約の相手方を選定した理由 

(５) 契約を締結した場合における契約の内容で次に掲げる事項 

ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所 

イ 工事の名称、場所、工事種別及び概要 

ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期 

エ 契約金額 

(６) 金額の変更を伴う契約変更を行った場合においては、第５号イからエに掲げる事項及び変

更理由 

（公表の時期及び方法） 

第４ 第３により公表する事項については、次に掲げるところにより遅滞なく公表を行うものとす

る。 

(１) 第１号に掲げる事項 

４月１日（当該日において予算が成立していない場合は、予算成立の日）以降、公表するも

のとする。 

なお、10月１日を目途として公表した事項を見直し、変更がある場合は当該変更事項につい

て公表を行うものとする。 

(２) 第２号に掲げる事項 

入札執行後に公表するものとする。ただし、オについては、契約締結後に公表するものとす

る。 

(３) 第３号に掲げる事項 

入札執行後に公表するものとする。ただし、エについては、契約締結後に公表するものとす

る。 

(４) 第４号に掲げる事項 

契約の相手方及び契約金額の決定後に公表するものとする。ただし、ウについては、契約締

結後に公表するものとする。 

(５) 第５号及び第６号に掲げる事項 

契約締結後に公表するものとする。 
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２ 前項各号による公表については、次に掲げる方法により行うものとする。 

(１) 第１号に掲げる事項については、金ケ崎町建設工事の発注見通し一覧（様式第１号）によ

り公表を行うものとし、併せて金ケ崎町ホームページに掲載するものとする。 

(２) 第２号、第３号、第４号及び第５号に掲げる事項については、入札の経過及び契約締結の

内容（様式第２号）を閲覧に供するものとし、併せて金ケ崎町ホームページに掲載するものと

する。ただし、第３第２号オ及び同第３号エに掲げる設計金額の内訳書については、当該建設

工事の主管課において閲覧に供するものとする。 

（公表期間） 

第５ 公表する内容を記載した書面は、次により閲覧に供するものとする。 

(１) 第３第１号に掲げる事項については、公表した日の翌日から起算して一年間が経過する日

まで閲覧に供するものとする。 

(２) 第３第２号から第６号までに掲げる事項については、入札を執行した日（随意契約による

こととした場合は契約締結の日）の属する年度及び翌年度において閲覧に供するものとする。 

様式第１号（第４第２項第１号関係） 
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様式第２号（第４第２項第２号関係） 

 


